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変化への対応 

商工会が目指す 

三つのアクション 

Voｌ.２１  平成２１年４月 毎月1回発行 

目次 

 ぜひ、 

  ご利用下さい。 

  平成２１年度から 

  年度更新の申告・納付時期が変わります 

○平成２１年度から、年度更新の手続きは６月１日から７月１０日までの間に行っていただくことにな

ります。また、年度更新申告書は５月末に送付する予定です。 

 なお、労働保険料等の算定方法は変わりません（４月１日から翌年３月３１日までに支払う賃金総額

に保険料率を乗じて得た額となります）。 

 
 ３回分割 

第１期（初期） 第２期 第３期 

納期限 

個別事業 １０月３１日 翌年１月３１日 

労働保険 

事務組合 
１１月１４日 翌年２月１４日 

７月１０日 

※納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日が期限日となります。 

 労働保険事務組合に委託している事業主様は、労働保険事務組合の指定する期限までとなります。 

 

○平成21年度からの保険料率につきましては、年度更新申告書をお送りする際にお知らせします。 

○従業員の方の雇用保険加入手続きは、別途、管轄の公共職業安定所（ハローワーク）への届出が必要です。 

 ご不明な点がございましたら、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）にお問い合わせください。 

 

厚生労働省 年度更新変更お知らせページ 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html 

と   き：平成21年4月23日（木） 午後１時～４時 

と こ ろ：広陵町商工会 

      その他 各商工会広域協議会・宇陀商工会・各商工会議所 

対象事業者：中小企業事業者 

相 談  内 容：事業再生支援、事業承継、雇用問題など事業に関す 

      る法律相談や一般法律相談 

相 談  時 間：３０分程度 

申 込 等：４月９日（木）より申込開始、定員（６事業所）に 

      なり次第締切  


